
様の年金請求書には、次の〇印の書類を添付してください。

遺族年金の請求手続きのご案内

相談受付　令和　　　年　　　月　　　日　担当者名

項番 添付書類

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

年金手帳（被保険者証）・基礎年金番号通知書 死亡された方　請求者

対象
提出前に
ご確認を

死亡された方　請求者

死亡された方　請求者

請求者　　世帯全員

死亡された方

請求者　　　子

死亡された方

請求者

死亡された方　請求者　子

年金証書・恩給証書（受給権があるものすべて）

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）・  戸籍一部事項証明書（戸籍抄本）

法定相続情報一覧図

＊死亡された日以降のもので筆頭者・続柄・変更事項のあるもの

住民票（世帯主・続柄・変更事項の記載のあるもの）

（平成・令和　　年　　月　　日以降のもの）

住民票の除票

（死亡された日以降のもので世帯主・続柄・変更事項のあるもの）

所得証明書・課税（非課税）証明書

（平成・令和　　年度〔平成・令和　　年1月から12月までの所得〕）

市区町村長に提出した死亡診断書

（死体検案書等のコピーまたは死亡届の記載事項証明書）

請求者名義の預金通帳・貯金通帳・キャッシュカード

＊貯蓄口座では年金の受け取りができません。

未支給年金・未支払給付金請求書

在学証明書・学生証

健康保険被保険者証・共済組合員証

＊扶養者・被扶養者を確認できるもの

＊コピーを添付する場合は、被保険者証等に記載された保険者番号および記号・

　番号等を判別、復元できないようマスキング（黒塗り等）してください。

その他に必要な書類
ア　医師の診断書・レントゲンフィルム・身体障害者手帳

イ　「第三者行為事故状況届」・「交通事故証明書」

ウ　「加算額・加給年金額対象者不該当届」

エ　その他（ ）

＊3、4、5、6、医師の診断書以外はコピーを添付書類とすることができます。

提出時期　令和　　　年　　　月　　　日　以降

添付書類の注意事項

■
■
■

■

-１-

―

【国民年金】【厚生年金保険】【船員保険】

請求者　　　子



記入上の注意事項

■この記入例は、老齢厚生年金を受け取っていた方が亡くなられて、一緒に生活していた配偶者（ご本人も老齢厚生

年金を受けている）が、遺族年金を請求する場合のものです。

＜請求書1ページ＞

原則として、住民票住所をご記入ください。
ただし、住民票住所と異なる居所を通知書等送付先とする場合には、例外的に年金
請求書の住所欄に通知書等送付先を記入した上で、別途、「住民基本台帳による住所等の更
新停止・解除申出書」をご提出ください。

-2-

X X X X X X X X X X

X X X X X X
ネンキン タロウ

年 金 太 郎

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X
ハナコネンキン

年 金 花 子

スギナミ

妻

タカイドニシ３-５-２４

杉 並 高井戸西３丁目５番２４号1 6 8 0 0 7 1

090 ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ 03 ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ

マイナンバーをご記入いただ
くことにより、毎年誕生月に
ご提出いただく「年金受給権者

現況届」が原則不要となりま

す。

マイナンバーをご記入いただ
いていない場合であっても、
ご提出いただいた住民票情報
等を基に、マイナンバー法に
基づき、マイナンバーを登録
させていただきます。

・預金通帳（貯金通帳）を
　持参する場合

・次のコピーのうちいずれ
　か１点を添付する場合

①預金通帳（貯金通帳）

②キャッシュカード

③預金口座を明らかにする

　ことができる金融機関が

　発行する書類

・インターネット専業銀行
　等の口座番号がわかる画面
　をプリントアウトしたもの
　等を添付する場合

※

※インターネット専業銀行の中に

　は年金の受け取りができない銀

　行もあります。

「ある」を〇で囲んだ場合
は、診断書の提出が必要で
す。

記入は不要です。

■
・18歳になった後の最初の3月31日まで
・国民年金法施行令に定める障害等級１級・２級の障
　害の状態にある場合は20歳未満

子の年齢要件は次のいずれかとなります。

ハ ナ コネンキン

年 金 花 子
ネンキン

年 金

タカイド

高 井 戸 X X X X X X

金融機関またはゆうちょ銀行
の証明を受けてください。
なお、次の場合は、金融機関
またはゆうちょ銀行の証明は
必要ありません。



すでに年金を受け取っている
場合、または、他の年金の請
求手続きをしている場合は、
必ず〇で囲んでください。

-3-

イ 老齢 19 2 14
平成

41  9  19
44  9   9

44  9  10

18  9  19
12  9  20

山田建設㈱
中 央 支 店

杉並区〇〇〇3-5-24

中央区〇〇〇1-1

杉並区〇〇〇3-5-24

1150

12  9  19

＜請求書3ページ＞

原則として２つ以上の年金を
同時に受け取ることはできま
せん。いずれか一方の年金を
選ぶことになります。

加入していた年金制度が国民
年金のときは、記入は不要で
す。
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昭和 21　 9　 20 〒168-0071 杉並区高井戸西3-5-24

平 成 2 7 　 1 　 2 8 平 成 2 7 　 1 　 1 8

平 成 2 7 　 1 　 1 8

急性心不全

厚生年金 X X X X - X X X X X X - 1 1 5 0

＜請求書5ページ＞

交通事故など、死亡の原因が
第三者の行為による場合は、
その旨を窓口にお申し出くだ
さい。
別途書類が必要です。

年金を受け取っていた方が亡
くなった場合は、死亡届が必
要です。
また、亡くなった方が受け取
るはずであった年金が残って
いるときは、「未支給年金・
未支払給付金請求書」により
請求することができます。



＜請求書7ページ＞
申立てを行った場合、同居の
事実を明らかにすることがで
きる世帯全員の住民票が必要
です。

年 金 　 花 子 妻

年金　花子

杉並区高井戸西3-5-24

XX  XX  XX

花子

X X  X X  X X

収入関係については生計維持
があったことを証明する書類
が必要です。
「生計維持とは」
以下の２つの要件を満たしてい
るとき、「生計維持されてい
る」といいます。

①生計同一関係があること

例）・住民票上、同一世帯で
　ある。
・単身赴任、就学、病気
　療養等で、住所が住民
票上は異なっているが、
生活費を共にしている。

②配偶者または子が収入要件を
   満たしていること

年収850万円（所得655.5
万円)を将来にわたって有し
ないことが認められる。

-5-

＜請求書12ページ＞

年金　三郎
ネ ン キ ン　サ ブ ロ ウ

1 6 8　 0 0 7 1

杉並区高井戸西 3-5-24

0 9 0 　 X X X X 　 X X X X

XX   XX    XX

2 2 　 2 　 1 5

X X X X  X X X X X X

年金　花子
ネ ン キ ン　 　ハ ナ コ

1 6 8 　 0 0 7 1

杉並区高井戸西 3-5-24

子

0 9 0 　 X X X X 　 X X X X

年金請求書の各欄の記入もれはありませんか？もう一度お確かめください。

年金が決定された後に、年金請求書を提出された時点での記入もれの申し立てがありますと、すでに受け取った年金

を調整する場合があります。

もう一度、年金請求書の記載内容をお確かめください。
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＜年金を受け取るまで＞

＜年金の定期の受け取り＞

年金請求の手続きが終わると次のように各種通知書が郵送され、年金の受け取りが始まります。

①「年金請求書」を提出します お近くの年金事務所に提出します（郵送可）。

＜１か月程度（加入状況の再確認を要する方は２か月程度）＞

･･････

････････････

････････････

②「年金証書・年金決定通知書」が
ご自宅に郵送されます 「年金証書・年金決定通知書」でお知らせしている内容は受

給資格を取得した時点のものです。

③年金の受け取りが始まります

「年金支払通知書」または

「年金振込通知書」がご自宅に郵送されます

年金額が決定されたのち、初めての受け取りは、年金証書が

ご自宅に郵送されてから50日程度です。

ただし、２つ以上の年金を受け取れる方や、さかのぼって年

金給付が発生する方などは、50日以上かかる場合がありま

す。最初に受け取る金額の内訳は、日本年金機構から郵送さ

れる「年金支払通知書」または「年金振込通知書」をご覧く

ださい。

年金は２月、４月、６月、８月、10月、12月の偶数月の15日（土曜日、日曜日、祝日のときは、その直前の営業日）

に受け取れます。

各定期月に受け取る年金額は受け取る月の前２か月分です。

例
２月の支払…前年12月と、１月の２か月分

４月の支払…２月と、３月の２か月分

＊初めて年金を受け取るときなどは、奇数月の場合があります。

＊1年間（6月から翌年の4月まで）の各期に受け取る年金額を記載した「振込通知書」が、原則として、毎年6月にご自宅に郵送されます。

＜５０日間程度＞


